
 

令和 7 年度 

幼保連携型認定こども園 持子保育園 事業計画書 

 

1. 施設概要 

（1） 施設の種別          幼保連携型認定こども園 

（2） 運営法人の名称        社会福祉法人 持子福祉会 

（3） 施設の名称          幼保連携型認定こども園 持子保育園 

（4） 施設の所在地         神戸市西区持子 3 丁目 114 番 

（5） 認可日            平成３０年４月１日 

（6） 確認日            平成３０年４月 1 日 

（7） 施設の開所時間        午前 7 時～午後 7 時 

（8） 施設の利用定員        １号 15 人、２号 53 人、３号 37 人 95 名 

（9） 学級数                       6 クラス 

 

 

2. 教育・保育理念 

  愛をもって 

 ● 元気
げんき

いっぱいで ● 心
こころ

やさしく ● 約 束
やくそく

の 守
まも

れる子
こ

 

  

● 元気いっぱいで・・心身ともに健康、たくましく強いからだ 

  

● 心やさしく・・・・豊かな感性を培う、やさしい心 

  

● 約束の守れる子・・じぶん・家族・社会を大切にする 

 

 

3. 教育・保育方針 

 

● 心身ともに健全な子どもを育成する。 

健康と安全を基本とし、落ち着いた生活を過すことができる環境を用意し、家庭、地域との協力の下、心身

ともに健全な子どもを育成する。 

 

● 豊かな感性を培う保育をする。 

 子どもが音楽などの様々な体験や活動を通して集中力、創造力、表現力を高め、豊かな感性  

 を培う保育をする。 

 

● 土に親しみ自然とのふれあいを大切した保育をする。 

 四季の移り変わりを肌で感じ取れるように土や自然との触れ合いを大切にした保育をする。 

 

 



4. 教育・保育時間 

  

（1）保育時間    

 （１号認定こども・新 2 号認定こども） 

    9時から 14 時 

７時から９時・１4時から 16 時・16時～18時（預かり保育）18 時～19 時（延長保育） 

 

 （２・３号認定こども） 

    保育標準時間認定 

7 時 00分から 18 時 00 18 時～１９時（延長保育） 

    保育短時間認定 

 9 時 00分から 17 時 00 分 ７時から９時・１７時から 18 時（標準時間内延長） 

 18 時～19 時（延長保育） 

 

２、３号認定子どもの休園日（日曜日及び国民の祝休日を除く） 

   ・年末年始：12月 29 日～1月 3 日 

    

   ・その他の休園日 

    新学期準備日 3 月 最終週土曜日 

 

 

（2）教育・保育の内容 

 園長と保育教諭が協議し、各年齢に応じた年間計画案や月案、週案を作成し実施する。 

 

 

（3）保育教諭担当者 

担当保育教諭を定め、園長は総括的な指揮をとるところとする。給食担当は別に定める。 

 

 

（4）児童の処遇 

 

 

2・3号 1号(新2号)

0歳児 6 0 5 5

1歳児 12 6 9 15

2歳児 14 16 2 18

3歳児 16 5 15 1 2 0 0 3 21

4歳児 16 5 15 3 3 0 0 0 21

5歳児 16 5 15 4 2 0 0 0 21

合計 80 15 22 45 8 7 16 0 0 3 101

3号(入園児) 2号(入園児)新２号(新入園児) 1号(入園児) 合計年齢
定員

3号(在園児) 2号(在園児) 新2号(在園児) 1号(在園児)

 

令和７年 3月現在 



5. 担任保育教諭

クラス 年 齢 担 任 

うめぐみ 5歳児 

きくぐみ 4歳児 

すみれぐみ 3歳児 

ももぐみ 2歳児 

さくらぐみ 1歳児 

さくらぐみ 0歳児 

フリー

主幹保育教諭 

給食担当 

栄養士 

栄養士 

6．職 員 採用・退職  

（1）職 員 採用・退職・休暇 

役  職 氏  名 異動年月日 備 考 

1 園 長 

２ 副 園 長 

3 主幹保育教諭 

4 主幹保育教諭 

5 副主任保育教諭 

6 副主任保育教諭 

7 副主任保育教諭 

8 保 育 教 諭 

9 保 育 教 諭 

10 保 育 教 諭 

11 保 育 教 諭 

12 保 育 教 諭 

13 保 育 教 諭 

14 保 育 教 諭 

15 保 育 教 諭 

16 保 育 教 諭 

17 保 育 教 諭 

18 保 育 教 諭 

19 パート保育教諭 

20 パート保育教諭 



21 パート保育教諭 

22 パート保育教諭 

23 パート保育教諭 

24 パート保育教諭 

25 パート保育教諭 

26 パート保育教諭 

27 パート保育教諭 

28 パート保育教諭 

29 パート保育教諭 

30 パート保育教諭 

31 パート保育教諭 

32 栄 養 士 

33 栄 養 士 

34 パ ー ト 調 理 

35 パ ー ト 調 理 

36 パ ー ト 事 務 

37 パート清掃員 

38 パート清掃員 

39 パート保育補助 

（2） 採用・退職数

採 用 

常勤 

保育教諭 

非常勤 

保育教諭 

常勤 

栄養士 

パート 

調理員 

その他 

保育補助 
合 計 

0 名 3 名 0 名 0 名 0 名 3 名 

退 職 

常勤 

保育教諭 

非常勤 

保育教諭 

常勤 

栄養士 

パート 

調理員 

その他 

清掃員 
合 計 

2 名 0 名 0 名 0 名 0 名 2 名 

休 暇 

常勤 

保育教諭 

非常勤 

保育教諭 

常勤 

栄養士 

パート 

調理員 

その他 

清掃員 
合 計 

0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 



6. 学校医及び検診医

医 院 名 住 所 医 師 名 

永田医院 

榎本歯科医院 

西脇耳鼻咽喉科 

ふじい眼科医院 

 健康診断 年 2 回 全園児 

歯科検診 年 1 回 全園児 （5歳児は年 2 回） 

耳鼻科検診  年 1回 4・5 歳児 

眼科検診 年 1回 4・5 歳児 

尿検査 年 1回 全園児 

フッ素洗口  週 2回 4・5 歳児希望者 

7. 主な年間行事予定

 4 月 入園式・進級式  5月 親子体操(3・4・5 歳児クラス)  6月 個別懇談 

 7 月 夏まつり お泊り保育  8 月 地蔵盆 10 月 運動会 

11 月 保育参観(乳児クラス参加型)  2月 生活発表会  3 月 卒園式・修了式

8. 外部講師における正課保育指導

表現指導(音楽・造形)（月 1 回） ピアノ指導（月２回） 英会話（月 1回） 体育指導（週１回） 

9. 職員研修

（1）職員会議 月 1 回 

幼児会議 隔週 乳児会議 隔週  

（2）職員面談 年 2 回予定 6月  12月 

 自己評価 

（3）研修内容    「持子保育の構築(見守る保育)」（外部講師） 

  「保育に根ざした運動会」 

 「乳児保育(育児担当制)について」(外部研修) 

「支援児対応について」(外部研修)  

 「表現(音楽・造形)あそび」（外部講師） 



10. 子育て支援

（1）「もちっこひろば」開設  月 2 回 

（2）園庭開放 

（3）子育て講座   ①「親子ヨーガ」    年２回 

   ②「親子リズムあそび」 年２回 

11. 保育環境の購入

① おもちゃ収納棚（コーナー仕切り）

② 乳児クラス机

③ 幼児クラス本棚

12. 地域との連携

① 小学校との連携  (出合小学校交流授業) 

② トライやるウイーク・ワークキャンプの受け入れ

③ 実習生受け入れ

④ 地域行事への参加  ほっとかへんネットへの参加 「みんな仲よし玉津っ子」 



令和 7年度 

妙法寺児童館・学童コーナー保育 事業計画 

１．施設概要 

【妙法寺児童館】 

(1) 名称   神戸市立妙法寺児童館 

(2) 所在地  神戸市須磨区妙法寺毘沙門山 1 

(3) 連絡先  TEL／FAX：０７８－７４３ － ４４０９ 

【学童保育コーナー】 

(1)名称   学童保育コーナー 

(2)所在地  神戸市須磨区妙法寺桜ノ界地 106-1 妙法寺地域福祉センター２階 3階 

(3)連絡先  TEL078-747-5650 

２．教育・保育理念 

愛をもって 

元気いっぱいで 心やさしく 約束の守れる子 

● 元気いっぱいで・・心身ともに健康、たくましく強いからだ

● 心やさしく・・・・豊かな感性を培う、やさしい心

● 約束の守れる子・・じぶん・家族・社会を大切にする

３．基本方針 

(1)子どもの意見を尊重し、子どもの最善の利益を擁護し、子どもの健全育成に努めます。【こども】

(2)子育て家庭を支援し、乳幼児・学童などの子育てに関することの社会的役割を果たします。【保護者】

(3)地域の人々とともに、文化的社会的な体験活動の場として地域に開かれた児童館を目指します。【地域】

４．活動目標 

(1)子どもたちの遊び場の提供

①児童館内外の環境整備および衛生管理を行い、感染症の予防に努める。

②遊びを通してモラルやルールなどを学ぶことで社会性を養う。子どもが安心できる安全な居場所を提供

する。

(2)子育て支援の場づくり

①幼児と母親向けのプログラムを毎日実施し、地域の子育て積極的に支援する。すこやかクラブ、なかよ

しひろば、赤ちゃんタイム、一歳児タイムなどの活動を通じ、保護者同士の交流を深め、子育て及び、



子育て支援に関する相談や支援の援助や援助の実施をする。そして親子のふれあいを深め、保護者同士

の交流を広げ、地域の子育て支援機能の充実を図る。 

②土曜日、長期休業中は放課後児童クラブを午前 8時から開設し、子育て支援を図る。子どもが一人で過

ごすことがないよう児童館を活用し、子どもの居場所づくり支援をし、学童保育の充実に努める。

③子育てに関する相談に応じる「子育てチーフアドバイザー」を配置し、子育て相談事業の充実を図る。

子育ての中の親の孤立を防ぐため、地域子育て支援室を実施するなど、関係機関と連携して児童虐待の

防止、早期発見に努める。

５．放課後児童クラブ入会児童数(令和７年 3月時点) 

(1)妙法寺児童館

(2)学童保育コーナー

６．職員 

館長  兼務  １名 

館長補佐 常勤  1名 

コーナー長 常勤 1名 

指導員 常勤  １名 

学童リーダー  常勤  １名 

放課後児童支援員  非常勤 10名 （うち新規採用者１名） 

補助員 非常勤 １3名 （うち新規採用者４名） 

７．児童健全育成事業の推進 

児童館での日々の遊び、各種行事、ボランティア協力行事を通じて、児童の健全育成を図る。 

妙法寺児童館 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５・６年生 合計

新入会児童 52 1 1 0 0 54

継続児童 0 37 25 13 3 78

合 計 52 38 26 13 3 132

学童保育コーナー １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５・６年生 合計

新入会児童 1 1 1 0 0 3

継続児童 21 18 1 5 45

合 計 1 22 19 1 5 48



月 主な行事 月 主な行事 

4 

みんなで遊ぼう 
折り紙カレンダー 

10 

縄跳びチャレンジ 
赤い羽根福祉学習 
けん玉チャレンジ 
英語で遊ぼう 
折り紙カレンダー 
ゲームハロウィン 
お茶会 

5 

工作デー 
お茶会 
縄跳び 
折り紙カレンダー 
防犯訓練 

11 

みんなで遊ぼう 
折り紙カレンダー 
わくわく教室 

6 

工作デー 
国際理解事業 
縄跳びチャレンジ 
折り紙カレンダー 

12 

年末お楽しみ会 
縄跳びチャレンジ 
短冊や絵馬をつくろう 
けん玉チャレンジ 
折り紙カレンダー 
ぴかぴか大作戦 

7 

七夕飾り 
映画界 
折り紙カレンダー 
縄跳びチャレンジ 
夏祭り準備会 
夏祭り 
朝の体操 

1 

折り紙カレンダー 
工作デー 

8 

出前エコ教室 
食育セミナー 
地域のお年寄りへ手紙 
食育出前事業 
交通安全教室 
出前環境教室 
工作デー 
お親子でジェルキャンドル 
折り紙カレンダー 

2 

工作デー 
お茶会 
折り紙カレンダー 

9 

縄跳びチャレンジ 
出前手話教室 
工作デー 
折り紙カレンダー 

3 

工作デー 

折り紙カレンダー 

みんなで遊ぼう 

８．いきいき体験事業 

子どもたちが、異年齢間あるいは大人・高齢者などと一緒に行う集団活動や合同行事を通じて、普段とは異

なった遊びを体験するとともに社会性を養うために、合同行事・ふれあい交流事業を実施する。 

(1)須磨区内合同行事 （赤い羽根共同募金配分金助成事業）

イベント名 日時 内容 

地域のお年寄りにお手

紙を書こう 
8月～9月 

知己のお年寄りの方に手紙と手作りの

プレゼントを作成。 

須磨区児童館合同行事 

「須磨区合同展示」 
未定 

須磨区役所での児童館 PR のパネル展

示。 

名谷ふれあい祭り参加 未定 

児童館ブースの出展、子供向け工作、

須磨区児童館の区民への PR を行な

う。 



(2)ふれあい交流事業

事業名 日時 内容 

高齢者とのふれあい事

業 

8月 未定 

10月 未定 

自然とのふれあい事業 
２月 未定 

10月 未定 

９．子育て支援事業の推進 

(1)親子館事業

幼稚園や保育所に通っていない就学前の乳幼児とその保護者を対象に、その年齢に即した様々なプログラ

ムを用意し、親子の交流できるプログラムをできるだけ多く設けた。大型遊具(サーキットあそび)を購入

し、保護者と楽しく遊べる環境を整備する。 

＜一週間の事業内容＞ 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

なかよしひろば 

自由参加 

おべんとうひろば 

なかよしひろば 

自由参加 

一歳児タイム 

なかよしひろば 

自由参加 

赤ちゃんタイム 

すこやかクラブ 

（2・3歳児） 

（登録制 11組） 

なかよしひろば 

自由参加 

一歳児タイム 

＜実施内容＞ 

名称 対象 内容 実施日 

なかよしひろば 幼児と保護者 
室内公園のような雰囲気の中、親
子で自由に遊び、他の親子と交流
するお弁当ひろばを実施する 

毎週月・火・水・金 

赤ちゃんタイム 
0歳児と保護者 
および妊婦 

指導員によるふれあい遊びなどを 
通してほかの親子と交流する 毎週水 

一歳児タイム 一歳児と保護者 指導員によるふれあい遊びなど 
通して他の親子と交流する 毎週火・金 

すこやかクラブ 

（2・3歳児） 
2・3歳児と保護者 指導員によるふれあい遊びを通し 

て他の親子と交流する 毎週木 

わくわくファミリー

児童館 
乳幼児と保護者 

親子遊びを通して親子の触れ合
い・交流・仲間づくりを育むとと
もに、母親講座を通して親業を学
習する 

6月 12月 3月 



(2)放課後児童クラブ（学童保育）の実施状況

保護者が就労等で、放課後大人の家族が家にいない 1年生から 6年生までの子どもを対象に、家庭に代わる

「生活の場」としての支援と、遊びを通した子供の育成を目指すことを目的に実施する。 

① 子どもたちの活動目標

• あいさつをすすんでやる

• 自分のもの、他人のもの、共有のものを大事にする

• 何事にもチャレンジする

② 実施行事

• お誕生日会、個別懇談会、夏祭り、年末お楽しみ会、新入説明会、昼食会

(３) ダンスクラブ

子どもたちが土曜日に活動できる場の提供として、プレイルームを開放し、ダンスを通して子ども同志の交流

を深めるとともにすこやかな育ちを促進することを目的として実施する。 

名称 対象 内容 実施日 

ダンスクラブ 小学校 1～3年 

（学童登録者は

6年生まで） 

基本ステップをマ

スターし、音楽に

合わせてダンスす

る楽しさを知ろう 

月 2回 土曜日 

10：30～11：30 

●開設期間： 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日

●開設時間： 平 日  放課後 ～ 午後 5時 （延長利用の場合は午後 7時、コーナー延長無し） 

土曜日 午前 8時 ～ 午後 5時 （延長利用の場合は午後 7時、コーナー延長無し） 

学校休業日（土・日・祝を除く） 午前 8時～午後 5時（延長利用の場合は午後 7時） 

利用料金及びおやつ代 

基本料金 月額  4，500円 

延長料金 月額  1，500円 （午後 5時～午後 6時まで） 

 月額  3，000円 （午後 5時～午後 7時まで） 

おやつ代 月額  1，500円 

※基本料金と延長料金は減免制度あり



１０． 地域や学校等との連携事業の推進 

(1)地域ボランティアによる事業

地域の子育て支援者との連携により、子育てを通じた地域の活性化を図るとともに、ボランティアによる多様

な活動を推進し、魅力ある児童館の展開を図る。 

(２)子育てコミュニティ育成事業

地域の各団体やボランティアで構成する「解放委員会」が児童館日曜開放地域子育て行事を実施している。 

児童館は地域の子育て拠点として「子育てコミュニティ」を積極的に支援する。 

１１．交通安全・危機管理の実施 

(1)放課後児童クラブ児童来館・帰宅時の安全指導

集団来館・帰宅のルール、安全な通学路について指導 

交通安全教室の実施 ※指導 須磨警察署 交通課 

(2)防災プログラムの実施

すこやかクラブ：避難訓練と乳幼児親子向け防災プログラム実施 

(3)入退室管理システム『コドモン』を導入 （令和 7年より）

放課後学童クラブ児童の入退室情報を保護者に自動的に届ける「入退室メッセージ」と児童館からのお

知らせを適時送ることができる「連絡メッセージ」機能があり、気象警報等による児童館の避難情報や

臨時閉館等の情報発信ツールとしても活用 

(4)見守りカメラ設置（学童室・図書室、学童保育コーナー）

１２．トライやる・ウィークの受け入れ 

兵庫県下の効率中学校で実施されている体験学習の一環で、中学 2年生が一週間、職場体験など通して

地域に学び「生きる力」を育むことを目的にしている。中学校から要請を受けて生徒を受け入れる。 

１３．福祉体験学習（ワークキャンプ）の受け入れ 

市内にある高校生の生徒を対象に夏休み期間に行う福祉体験活動を児童館で受け入れる。 

１４．児童館実習生の受け入れ 

免許取得（2級児童厚生員免許・保育士資格・教員免許等）を希望する学生の児童館での実習を受け入れ、 

福祉人材の育成を図る。 

１５．要望・相談・苦情窓口の設置 

利用者の皆様の要望・相談・苦情に迅速かつ適切に対応するため、児童館に苦情解決の仕組みの整備を行 

なう。解決責任者、苦情受付担当者、苦情及び要望を受け付ける窓口を設置する。 


